
◎
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給

支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法

の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
六
日
法
律
第
九
二
号
）

一
、提
案
理
由（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
一
〇
日
・
衆
議
院
国
際
テ
ロ

リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
我
が
国
の
協
力
支
援
活
動
並

び
に
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
に
関
す
る
特

別
委
員
会

）

○
河
村
国
務
大
臣

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止

活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を

改
正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説

明
い
た
し
ま
す
。

平
成
十
三
年
九
月
十
一
日
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
に
お
い
て
発
生
し
た
テ

ロ
リ
ス
ト
に
よ
る
攻
撃
に
よ
る
脅
威
は
い
ま
だ
除
去
さ
れ
て
お
ら
ず
、
国

際
社
会
に
よ
る
テ
ロ
と
の
闘
い
は
依
然
と
し
て
継
続
し
て
い
ま
す
。
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
に
お
い
て
は
、
四
十
カ
国
以
上
が
軍
隊
を
派
遣
し
、
数
多
く

の
犠
牲
者
を
出
し
な
が
ら
も
、
多
く
の
国
が
増
派
を
行
い
、
忍
耐
強
く
活

動
を
続
け
て
い
ま
す
。

海
上
自
衛
隊
の
補
給
支
援
活
動
は
、
テ
ロ
と
の
闘
い
の
一
環
と
し
て
イ

ン
ド
洋
で
行
わ
れ
て
い
る
海
上
阻
止
活
動
の
重
要
な
基
盤
と
し
て
定
着

し
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
を
含
め
各
国
か
ら
高
い
評
価
を
得
て
お
り
ま
す
。

現
行
の
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に

関
す
る
特
別
措
置
法
の
期
限
は
、
法
律
施
行
一
年
後
の
平
成
二
十
一
年
一

月
十
五
日
ま
で
と
さ
れ
て
お
り
ま
す
が
、
こ
う
し
た
中
、
補
給
支
援
活
動

を
継
続
す
る
必
要
性
は
依
然
と
し
て
高
い
も
の
と
判
断
さ
れ
ま
す
。

こ
の
法
律
案
は
、
以
上
の
よ
う
な
状
況
を
踏
ま
え
、
我
が
国
が
国
際
的

な
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
根
絶
の
た
め
の
国
際
社
会
の
取
り
組
み
に
引

き
続
き
積
極
的
か
つ
主
体
的
に
寄
与
す
る
た
め
、
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活

動
を
行
う
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
し
補
給
支
援
活
動
を
引
き
続
き
実
施
す

る
も
の
と
し
、
も
っ
て
我
が
国
を
含
む
国
際
社
会
の
平
和
及
び
安
全
の
確

保
に
資
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
で
あ
り
ま
す
。

次
に
、
こ
の
法
律
案
の
内
容
は
、
テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る

補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
期
限
を
一
年
間
延
長

し
、
施
行
の
日
か
ら
二
年
間
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
ご
ざ
い

ま
す
。

何
と
ぞ
、
慎
重
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
賛
同
あ
ら
ん
こ
と
を
お
願

テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

三
二



い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防
止
及
び
我
が
国
の
協
力

支
援
活
動
並
び
に
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等
に
関
す

る
特
別
委
員
長
報
告（
平
成
二
〇
年
一
〇
月
二
一
日
）

○
深
谷
�
司
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
国
際
テ
ロ
リ
ズ
ム
の
防

止
及
び
我
が
国
の
協
力
支
援
活
動
並
び
に
イ
ラ
ク
人
道
復
興
支
援
活
動
等

に
関
す
る
特
別
委
員
会
に
お
け
る
両
法
律
案
の
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を

御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
内
閣
提
出
の
補
給
支
援
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

案
に
つ
い
て
申
し
上
げ
ま
す
。

本
案
は
、
補
給
支
援
特
別
措
置
法
に
基
づ
き
我
が
国
が
実
施
す
る
補
給

支
援
活
動
を
引
き
続
き
実
施
し
、
も
っ
て
我
が
国
を
含
む
国
際
社
会
の
平

和
及
び
安
全
の
確
保
に
資
す
る
た
め
、
同
法
の
期
限
を
一
年
間
延
長
し
よ

う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
去
る
九
月
二
十
九
日
本
院
に
提
出
さ
れ
、
十
月
八
日
本
委
員

会
に
付
託
さ
れ
ま
し
た
。

本
委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
案
に
つ
い
て
去
る
十
日
提
案
理
由
の

説
明
を
聴
取
し
、
十
七
日
質
疑
に
入
り
ま
し
た
。
同
日
麻
生
内
閣
総
理
大

臣
に
出
席
を
求
め
て
質
疑
を
行
い
、
昨
二
十
日
両
案
に
対
す
る
質
疑
を
終

局
い
た
し
ま
し
た
。
次
い
で
、
討
論
の
後
、
採
決
い
た
し
ま
し
た
と
こ
ろ
、

参
議
院
提
出
法
律
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
、

内
閣
提
出
法
律
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も

の
と
決
し
た
次
第
で
あ
り
ま
す
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
外
交
防
衛
委
員
長
報
告

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
）

○
北
澤
俊
美
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
補
給
支
援
特
措
法
改
正

案
に
つ
き
ま
し
て
、
外
交
防
衛
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を

御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

本
法
律
案
は
、
テ
ロ
と
の
闘
い
の
一
環
と
し
て
イ
ン
ド
洋
に
お
い
て
テ

ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
を
行
う
諸
外
国
の
軍
隊
等
に
対
し
て
、
我
が
国
が

実
施
す
る
補
給
支
援
活
動
等
に
つ
い
て
定
め
る
補
給
支
援
特
措
法
の
期
限

を
一
年
間
延
長
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
河
村
内
閣
官
房
長
官
、
浜
田
防
衛
大
臣
及

び
中
曽
根
外
務
大
臣
に
対
す
る
質
疑
を
四
回
に
わ
た
り
、
ま
た
、
麻
生
内

閣
総
理
大
臣
及
び
所
管
大
臣
等
に
対
す
る
質
疑
を
二
回
、
さ
ら
に
、
ア
フ

ガ
ニ
ス
タ
ン
の
現
地
情
勢
等
に
つ
い
て
参
考
人
中
村
ペ
シ
ャ
ワ
ー
ル
会
現

地
代
表
及
び
力
石
Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
広
報
室
長
か
ら
意
見
を
聴
取
し
た
ほ
か
、
田

テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

三
三



母
神
前
航
空
幕
僚
長
の
論
文
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
同
君
を
参
考
人
と

し
て
招
致
し
、
所
管
大
臣
等
と
と
も
に
質
疑
を
行
う
な
ど
、
慎
重
な
審
査

を
進
め
て
ま
い
り
ま
し
た
。

質
疑
の
主
な
内
容
は
、
特
措
法
を
延
長
す
る
必
要
性
、
武
力
の
行
使
に

関
す
る
国
際
法
上
と
憲
法
上
の
定
義
の
違
い
、
補
給
支
援
活
動
と
ソ
マ
リ

ア
沖
の
海
賊
対
策
と
の
関
係
、
補
給
燃
料
の
転
用
防
止
策
、
政
府
が
実
施

し
た
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
調
査
の
内
容
、
ア
フ
ガ
ニ
ス
タ
ン
へ
の
自
衛
隊
派

遣
に
関
す
る
米
国
の
要
請
、
前
航
空
幕
僚
長
の
論
文
問
題
と
文
民
統
制
の

在
り
方
な
ど
で
あ
り
ま
す
が
、
特
に
、
現
職
の
航
空
幕
僚
長
が
政
府
の
見

解
と
異
な
る
意
見
を
公
然
と
社
会
に
発
信
す
る
と
い
う
異
例
、
遺
憾
な
事

案
に
つ
き
ま
し
て
は
、
政
府
の
空
幕
長
を
解
任
し
た
こ
と
で
責
任
を
明
確

に
し
た
と
す
る
見
解
に
対
し
、
結
局
は
定
年
退
職
を
さ
せ
た
だ
け
の
不
十

分
な
対
応
で
、
政
府
に
よ
る
文
民
統
制
が
機
能
し
て
い
な
い
と
の
指
摘
や

意
見
が
委
員
会
に
お
い
て
多
数
な
さ
れ
ま
し
た
。
こ
れ
ら
の
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
会
議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
ま
す
。

質
疑
を
終
え
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
民
主
党
・
新
緑
風
会
・

国
民
新
・
日
本
の
徳
永
委
員
よ
り
反
対
、
自
由
民
主
党
及
び
公
明
党
を
代

表
し
て
公
明
党
の
浜
田
委
員
よ
り
賛
成
、
日
本
共
産
党
の
井
上
委
員
よ
り

反
対
、
社
会
民
主
党
・
護
憲
連
合
の
山
内
委
員
よ
り
反
対
す
る
旨
、
そ
れ

ぞ
れ
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

次
い
で
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案
は
賛
成
少
数
を
も
っ
て
否
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
を
い
た
し
ま
し
た
。

以
上
、
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

（
注
）
衆
議
院
は
、
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
二
日
、
憲
法
第
五
九
条
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
再
可
決
し
た
。

テ
ロ
対
策
海
上
阻
止
活
動
に
対
す
る
補
給
支
援
活
動
の
実
施
に
関
す
る
特
別
措
置
法
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律

三
四


